
入湯税の使途状況について

　（1）環境衛生施設の整備

　（2）鉱泉源の保護管理施設の整備

　（3）消防施設その他消防活動に必要な施設の整備

　（4）観光の振興、観光施設の整備

　諏訪市の令和６年度決算における入湯税の充当状況については、次のとおりとなっています。

　○入湯税　決算額　68,856千円

        （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

環 境 衛 生 施 設 の 整 備 274,628 8,466 266,162 19,595

鉱 泉 源 の 保 護 管 理 施 設 の 整 備 2,500 2,500 317

消 防 施 設 等 の 整 備 15,400 15,400 1,957

観 光 の 振 興 、 観 光 施 設 の 整 備 224,239 29,000 42,600 27,858 124,781 46,987

516,767 29,000 42,600 36,324 408,843 68,856

　入湯税は鉱泉浴場（温泉施設）への入湯に対して入湯客にかかる税金で、地方税法第７０１条により次のような経費に充てる
こととなっています。
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